
 金 岡  純 二

（単位：百万円）

金　　　　　　額 金　　　　　　額

12,469 868,594
現 金 8,613 当 座 預 金 38,124
預 け 金 3,856 普 通 預 金 225,934

15,500 貯 蓄 預 金 35,699
91 通 知 預 金 5,646
188 定 期 預 金 545,057

商 品 国 債 152 定 期 積 金 7,582
商 品 地 方 債 36 そ の 他 の 預 金 10,548

1,500 19,540
258,637 10,317

国 債 61,053 15,000
地 方 債 27,345 借 入 金 15,000
社 債 40,049 0
株 式 43,240 売 渡 外 国 為 替 0
そ の 他 の 証 券 86,948 未 払 外 国 為 替 0

691,076 5,603
割 引 手 形 29,971 未 決 済 為 替 借 155
手 形 貸 付 62,827 未 払 法 人 税 等 971
証 書 貸 付 518,668 未 払 費 用 2,469
当 座 貸 越 79,608 前 受 収 益 543

1,302 従 業 員 預 り 金 248
外 国 他 店 預 け 911 給 付 補 て ん 備 金 7
買 入 外 国 為 替 307 金 融 派 生 商 品 229
取 立 外 国 為 替 83 そ の 他 の 負 債 977

3,549 24
未 決 済 為 替 貸 87 3,362
前 払 費 用 32 448
未 収 収 益 1,725 121
金 融 派 生 商 品 237 17
そ の 他 の 資 産 1,466 1,548

9,556 6,073
建 物 1,565 930,652
土 地 6,801
その他の有形固定資産 1,189 8,000

44 5,430
その他の無形固定資産 44 資 本 準 備 金 5,430

2,629 43,930
6,073 利 益 準 備 金 2,171

△ 8,896 その他利益剰余金 41,758
別 途 積 立 金 36,360
繰越利益剰余金 5,398

△ 206
57,154
4,051
0

1,867
5,918
63,072

993,724 993,724

コ ー ル マ ネ ー
借 用 金

現 金 預 け 金

譲 渡 性 預 金

商 品 有 価 証 券

コ ー ル ロ ー ン
買 入 金 銭 債 権

預 金

金 銭 の 信 託
有 価 証 券

科　　　　　　目科　　　　　　目
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

資 産 の 部 合 計

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

負債及び純資産の部合計

土 地 再 評 価 差 額 金
評価・換算差額等合計
純 資 産 の 部 合 計

支 払 承 諾 見 返

その他有価証券評価差額金
株 主 資 本 合 計

貸 倒 引 当 金

自 己 株 式

外 国 為 替

そ の 他 資 産

そ の 他 負 債

役 員 賞 与 引 当 金

利 益 剰 余 金繰 延 税 金 資 産

資 本 金

有 形 固 定 資 産
負 債 の 部 合 計

無 形 固 定 資 産

（純 資 産 の 部）

資 本 剰 余 金

　　　　　　 　貸借対照表（平成２０年３月３１日現在）

外 国 為 替

支 払 承 諾

再評価に係る繰延税金負債

偶 発 損 失 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金
役員退職慰労引当金
睡眠預金払戻損失引当

貸 出 金

第９７期 決 算 公 告
平成20年6月28日

         取締役頭取

          富山市総曲輪二丁目2番8号
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　第９７期
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平成２０年３月３１日

から
まで

損益計算書

（単位：百万円）

科　　　　　目 金　　　　　　　　　　　額

23,520
18,941

貸 出 金 利 息 12,863
有価証券利息配当金 5,909
コ ー ルロ ーン 利息 35
預 け 金 利 息 1
そ の 他の 受入 利息 130

2,168
受 入 為 替 手 数 料 819
そ の 他の 役務 収益 1,348

1,109
外 国 為 替 売 買 益 340
商品有価証券売買益 9
国 債 等債 券売 却益 489
そ の 他の 業務 収益 269

1,301
株 式 等 売 却 益 915
金 銭 の信 託運 用益 15
そ の 他の 経常 収益 370

18,232
3,500

預 金 利 息 3,068
譲 渡 性 預 金 利 息 25
コ ー ルマ ネー 利息 68
借 用 金 利 息 306
そ の 他の 支払 利息 31

1,084
支 払 為 替 手 数 料 327
そ の 他の 役務 費用 756

89
国 債 等債 券売 却損 6
国 債 等債 券償 還損 49
そ の 他の 業務 費用 34

11,496
2,061

貸 倒 引当 金繰 入額 1,860
貸 出 金 償 却 0
株 式 等 償 却 151
そ の 他の 経常 費用 49

5,287
428

固 定 資 産 処 分 益 5
償 却 債 権 取 立 益 423

414
固 定 資 産 処 分 損 14
減 損 損 失 268
そ の 他の 特別 損失 131

5,302
2,120
485

2,696

特 別 利 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

営 業 経 費
そ の 他 経 常 費 用

経 常 費 用
資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

経 常 収 益
資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

経 常 利 益

当 期 純 利 益

特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益
法人税、住民税及び事業税
法 人 税 等 調 整 額



 

 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

重要な会計方針 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っ

ております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法

（定額法）、子会社・子法人等株式については移動平均法による原価法、その他有

価証券のうち時価のあるものについては決算日の市場価格等に基づく時価法（売却

原価は移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価

法又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額につい

ては、全部純資産直入法により処理しております。 

(2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)と同じ

方法により行っております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

有形固定資産の減価償却は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した

建物（建物附属設備を除く。）については定額法）を採用しております。また、主

な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  ２１年～２４年 

動 産   ４年～２０年 

（会計方針の変更） 

平成19年度税制改正に伴い、平成19年４月１日以後に取得した有形固定資産につ

いては、改正後の法人税法に基づく償却方法により減価償却費を計上しております。

この変更に伴う経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。 

（追加情報） 

当期より、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、償却可能

限度額に達した事業年度の翌事業年度以後、残存簿価を５年間で均等償却しており

ます。なお、これによる貸借対照表等に与える影響は軽微であります。 

(2) 無形固定資産 

無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。 

５．外貨建て資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

６．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しており

ます。 



 

 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻

先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻

先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額

後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、

その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破

綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に

係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能

見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認め

る額を計上しております。 

破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口

債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合

理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件

緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金と

する方法（キャッシュ・フロー見積法）により引き当てております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒

実績率等に基づき計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施

し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果

に基づいて上記の引当を行っております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額か

ら担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不

能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は９，１３４百万円であり

ます。 

(2) 役員賞与引当金 

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支

給見込額のうち、当期に帰属する額を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、数理計算上

の差異の費用処理方法は、発生の翌期に一括費用処理しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づ

く期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しております。 

(5) 睡眠預金払戻損失引当金 

睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請

求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額

を引き当てております。 

（会計方針の変更） 

従来、利益計上した睡眠預金の預金者への払戻損失は、払戻時の費用として処理



 

 

しておりましたが、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金

並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会監

査・保証実務委員会報告第42号平成19年4月13日）が適用されることに伴い、当期

から過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引き当てる方法に変更してお

ります。 

これにより従来の方法に比べ、その他の経常費用が９百万円減少、特別損失が１

３１百万円増加し、経常利益は９百万円増加、税引前当期純利益は１２１百万円減

少しております。 

(6) 偶発損失引当金 

偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来発生す

る可能性のある負担金支払見込額を偶発損失引当金として計上しております。 

（追加情報） 

平成１９年１０月１日から信用保証協会保証付きの新規融資を対象に責任共有制

度が導入されたことに伴い、当期から信用保証協会への負担金の支払いに備えるた

め、将来発生する可能性のある負担金支払見込額を偶発損失引当金として計上して

おります。 

これにより、その他の経常費用は１７百万円増加し、経常利益及び税引前当期純

利益は同額減少しております。 

７．リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

８．ヘッジ会計の方法 

(1) 金利リスク・ヘッジ 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、ヘッジ手段

として各取引毎に個別対応のデリバティブ取引を行う「個別ヘッジ」を実施して、

繰延ヘッジによっております。当行のリスク管理方法に則り、ヘッジ指定を行いヘ

ッジ手段とヘッジ対象を一体管理するとともに、ヘッジ手段によってヘッジ対象の

金利リスクが減殺されているかどうかを検証することでヘッジの有効性を評価して

おります。 

(2) 為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、

「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 25 号）に規定する繰延ヘッジによ

っております。 

ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを

減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、

ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当

額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

９．消費税等の会計処理 



 

 

消費税及び地方消費税(以下、消費税等という。)の会計処理は、税抜方式によって

おります。ただし有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当期の費用に計上してお

ります。 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式総額 １３百万円 

２．貸出金のうち、破綻先債権額は１，７７３百万円、延滞債権額は１３，７１０百万

円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることそ

の他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息

を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出

金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３

号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金で

あります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経

営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金で

あります。 

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は２５百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ

月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は４，９４３百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、

金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利とな

る取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しな

いものであります。 

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計

額は２０，４５３百万円であります。 

なお、上記２から５に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しておりま

す。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替

は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、そ

の額面金額は３０，２７９百万円であります。 

７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券 １１，２５６百万円 

担保資産に対応する債務 

預金 ８３６百万円 

コ－ルマネ－ １０，０００百万円 



 

 

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券１４，５４５百万円を差し

入れております。 

また、その他資産のうち保証金は１０百万円及び敷金は４６７百万円であります。 

８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行

の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限

度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実

行残高は、７１，３１２百万円であります。このうち契約残存期間が１年以内のもの

が７０，５６８百万円であります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未

実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるもので

はありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相

当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減

額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に

応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的(半年毎に)に予め

定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与

信保全上の措置等を講じております。 

９．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業

用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を

「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土

地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日  平成１１年３月３１日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法  土地の再評価に関する法律施行令（平

成10年３月31日公布政令第119号）

第２条第４号に定める算定方法に基

づき、地価税法に規定する地価税の

課税価格の計算の基礎となる土地の

価格（路線価）を基準として時価を

算出しております。 

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額 

と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額３，２０８百万円 

10．有形固定資産の減価償却累計額 ８，３２９百万円 

11．有形固定資産の圧縮記帳額 ２０５百万円 

12．借入金は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約

付借入金１５，０００百万円であります。 

13．｢有価証券｣の中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によ

る社債に対する当行の保証債務の額は１０，７７０百万円であります。 

14．１株当たりの純資産額 １，０４２円１７銭 

15．貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機及び周辺機器の一部については、

所有権移転外ファイナンス・リ－ス契約により使用しております。 



 

 

16．関係会社に対する金銭債権総額 １４,５２９百万円 

17．関係会社に対する金銭債務総額 ５４０百万円 

18．銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。 

剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)

の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の１を乗じ

て得た額を資本準備金又は利益剰余金として計上しております。 

当期における当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額は、９０百万円でありま

す。 

19．銀行法施行規則第19条の２第1項第3号ロ(10)に規定する単体自己資本比率(国内基

準)は13.74％です。 

 

 

（損益計算書関係） 

１．関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額 ２１８百万円 

役務取引等に係る収益総額 ９百万円 

その他業務・その他経常取引に係る収益総額 ７百万円 

関係会社との取引による費用 

資金調達取引に係る費用総額 ０百万円 

役務取引等に係る費用総額 ３３百万円 

その他業務・その他経常取引に係る費用総額 ６７９百万円 

２．「その他の特別損失」は、睡眠預金払戻損失引当金の過年度分繰入額１３１百万円

であります。 

３．１株当たり当期純利益金額 ４４円５４銭 

４．当期において以下の資産について減損損失を計上しております。 

地域 主な用途 種類 減損損失(百万円) 

営業用店舗 ２ヵ店 土地 ３８ 
富山県内 

遊休資産 ２物件 土地 ６６ 

営業用店舗 ３ヵ店 土地 １６３ 
富山県外 

遊休資産 － － － 

合計    ２６８ 

当行は、営業用店舗については最小区分である営業店単位（ただし、同一建物内

で複合店舗が営業している場合は、一体とみなす。）で、又、遊休資産については、

おのおの個別に１単位としてグルーピングを行っております。本部、研修所、寮社

宅（個別店に限定出来るものは個別店に含める）、厚生施設等については共用資産

としております。 

平成１１年３月３１日に土地の再評価に関する法律に基づき、事業用土地の再評

価を行っておりますが、上記の営業用店舗については再評価後の地価の下落や、割

引前キャッシュ・フローの総額が再評価後の帳簿価額に満たないことから、帳簿価



 

 

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額（２０２百万円）を減損損失として特別

損失に計上しております。 

また、遊休資産の認定を行った上記２物件については、継続的な地価の下落等に

より帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額（６６百万円）を減損損失と

して特別損失に計上しております。 

当期における減損損失の測定に使用した回収可能価額は、正味売却価額と使用価

値のいずれか高い価値としました。正味売却価額は原則として不動産鑑定評価額に

基づき、重要性が乏しい不動産については適切に市場価格を反映していると考えら

れる指標に基づいて算定し、使用価値は将来キャッシュ・フロー見積り額を１．

９％で割り引いて算出しております。 

 



 

 

 

（有価証券関係） 

貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商

品有価証券」、が含まれております。 

１．売買目的有価証券 （平成２０年３月３１日現在） 

 貸借対照表計上額 

(百万円)

当期の損益に含まれた評価差額 

(百万円) 

売買目的有価証券 １８８ １ 

 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの （平成２０年３月３１日現在） 

 貸借対照表計上額

(百万円) 
時 価 
(百万円) 

差 額 

(百万円) 

う ち 益 
(百万円) 

う ち 損 
(百万円) 

国債 ２４，２７９ ２５，３６３ １，０８３ １，０８３ －

地方債 １６，５５６ １６，８３４ ２７７ ２７７ －

社債 １３，５３１ １３，７６５ ２３４ ２３７ ２

その他 ５，９４９ ６，０７６ １２７ １４８ ２１

合計 ６０，３１７ ６２，０４０ １，７２３ １，７４７ ２４

（注）１．時価は当期末における市場価格等に基づいております。 

２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 

 

３．その他有価証券で時価のあるもの （平成２０年３月３１日現在） 

 取得原価 

(百万円) 

貸借対照表計上額

(百万円) 
評価差額 

(百万円) 

うち益 

(百万円) 

うち損 

(百万円) 

株式 ３３，５０３ ４１，７３９ ８，２３５ ９，７０１ １，４６５

債券 ６０，３４０ ６２，７１１ ２，３７０ ２，４２７ ５６

国債 ３４，８０９ ３６，７７３ １，９６３ １，９６３ －

地方債 １０，５５７ １０，７８８ ２３１ ２３１ ０

社債   １４，９７２ １５，１４８ １７６ ２３２ ５６

その他 ８４，８０８ ８０，９９８ △３，８０９ １１３ ３，９２２

合計 １７８，６５２ １８５，４４９ ６，７９７ １２，２４２ ５，４４５

（注）１．貸借対照表計上額は、当期末における市場価格等に基づく時価により計上し

たものであります。 

２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。 

 



 

 

４．当期中に売却したその他有価証券（自 平成１９年４月１日 至 平成２０年３月３１日） 

 売却額 
（百万円） 

売却益の合計額 

(百万円) 

売却損の合計額 

（百万円） 

その他有価証券 ７０，５５７ １，４０４ ５５

 

５．時価評価されていない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額 

（平成２０年３月３１日現在） 

内 容 貸借対照表計上額(百万円) 

満期保有目的の債券 

非上場社債 
１１，３７０

子会社・子法人等株式 

子会社・子法人等株式 
１３

その他有価証券 

非上場株式 
１，４８７

 

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間ごとの償還予

定額 （平成２０年３月３１日現在） 

 

  

１年以内 

(百万円) 

1 年超 5 年以内 

(百万円) 

5 年超 10 年以内 

(百万円) 

10 年超 

(百万円) 

債券 １４，８４９ ５２，８６５ ６０，２３２ －

国債 ２，５２３ １６，８７１ ４１，６５８ －

地方債 ４，０１２ １０，５５９ １２，７７３ －

社債 ８，３１３ ２５，４３５ ５，８００ －

その他 ３，４８９ ３０，６００ ２９，９２７ ２，５０９

合計 １８，３３８ ８３，４６６ ９０，１６０ ２，５０９

 

（金銭の信託関係） 

その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外） 

（平成２０年３月３１日現在） 

 取 得 原 価 

(百万円) 

貸借対照表計上額 

(百万円) 

評価差額

(百万円)

うち益 

(百万円) 

うち損 

(百万円) 

その他の金銭の

信託 
１，５００ １，５００ － － －

（注）１．貸借対照表計上額は、当期末における市場価格等に基づく時価により計上し

たものであります。 

２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。 



 

 

 

（税効果会計関係） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおり

であります。 

繰延税金資産 

貸倒引当金損金算入限度額超過額 ６，４６９百万円 

退職給付引当金 １，３５８ 

減価償却費損金算入限度超過額 ５１５ 

未払事業税否認額 ９８ 

その他 ００     ０   ８４４ 

繰延税金資産小計  ９，２８６ 

評価性引当額 △３，９１０ 

繰延税金資産合計 ５，３７５ 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 ２，７４６ 

その他      ０ 

繰延税金負債合計 ２，７４６ 

繰延税金資産の純額 ０ ２，６２９百万円 

 

 

（関連当事者との取引関係） 

役員及び個人主要株主等  

属性  会社等の名称  事業内容又は職業  

議決権等の

所有（被所

有）割合  

取引の内容  
取引金額  

(百万円 )  
科目  

期末残高  

(百万円）

役員  中尾哲雄  

当行監査役  

㈱ｲﾝﾃｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ  

代表取締役会長兼社長  

被所有  

直接―％  

所有  

直接 1.7％

資金の貸付  ―  貸出金 ４５０

役員  梅沢直正  

当行監査役  

㈱北日本新聞社代表取

締役社長  

被所有  

直接 0.2％

所有  

直接―％  

資金の貸付  ―  貸出金 ２４０

(注 )取引条件及び取引条件の決定方針  

①取引金額には消費税等は含まれておりません。  

②一般の取引先と同様な条件で行っております。 



（単位：百万円）

金　　　額

（　資　産　の　部　）

12,500 868,162

15,500 19,540

91 10,317

188 18,059

1,500 0

267,309 7,051

678,257 24

1,302 3,374

7,317 448

18,444 121

1,644 17

6,867 1,548

9,932 6,073

623 934,739

623

2,470 8,000

6,073 5,433

△ 9,226 44,124

△ 206

57,350

4,094

0

1,867

5,961

4,301

67,613

1,002,353 1,002,353

株式会社 富山第一銀行

取締役頭取   金 岡 純 二

第97期    決算公告

平成20年6月28日 富山市総曲輪二丁目2番８号

金　　　額

現 金 預 け 金

コールローン及び買入手形

科　　　　　目科　　　　　目

（　負　債　の　部　）

預 金

譲 渡 性 預 金

買 入 金 銭 債 権

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

役 員 賞 与 引 当 金貸 出 金

外 国 為 替

繰 延 税 金 資 産

無 形 固 定 資 産

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

土 地

その他の有形固定資産

コールマネー及び売渡手形

借 用 金

外 国 為 替

そ の 他 負 債

退 職 給 付 引 当 金

役員退職慰労引 当金

睡眠預金払戻損失引当金

偶 発 損 失 引 当 金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

（ 純 資 産 の 部 ）

資 本 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

その他有価証券評価差額金

再評価に係る繰延税金負債

支 払 承 諾

負 債 の 部 合 計

貸 倒 引 当 金

その他の無形固定資産

支 払 承 諾 見 返

負債及び純資産の部合計

          連結貸借対照表(平成20年3月31日現在）

土 地 再 評 価 差 額 金

評価・換算差額等合計

少 数 株 主 持 分

純 資 産 の 部 合 計

自 己 株 式

株 主 資 本 合 計

資 産 の 部 合 計



28,581

19,084

貸 出 金 利 息 12,749

有 価 証 券 利 息 配 当 金 6,165

コールローン利息及び買入手形利息 35

預 け 金 利 息 2

そ の 他 の 受 入 利 息 130

2,175

5,988

1,333

22,762

3,552

預 金 利 息 3,067

譲 渡 性 預 金 利 息 25

コールマネー利息及び売渡手形利息 68

借 用 金 利 息 359

そ の 他 の 支 払 利 息 31

1,058

4,384

11,642

2,125

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,852

そ の 他 の 経 常 費 用 273

5,819

431

5

426

414

14

268

131

5,836

2,248

607

260

2,719

経 常 収 益

金         額

         連結損益計算書      

（単位:百万円）

科           目

平成19年4月  1日から

平成20年3月 31日まで

経 常 費 用

経 常 利 益

特 別 利 益

特 別 損 失

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

固 定 資 産 処 分 益

償 却 債 権 取 立 益

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 業 務 収 益

少 数 株 主 利 益

当 期 純 利 益

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

そ の 他 の 特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損

そ の 他 経 常 収 益

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

減 損 損 失



                                                

連結財務諸表の作成方針 

 

１．連結の範囲に関する事項 

（１）連結される子会社及び子法人等         ５社 

会社名 

富山ファースト・ビジネス（株） 

富山ファースト・リース（株） 

富山ファースト・ディーシー（株） 

富山ファースト機販（株） 

（株）富山ファイナンス 

（２）非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません 

２．持分法の適用に関する事項 

該当ありません。 

３．連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。 

１２月末日     １社 

３月末日     ４社 

連結される子会社及び子法人等については、それぞれの決算日の財務諸表によ

り連結しております。連結決算日と上記の決算日との間に生じた重要な取引につ

いては、必要な調整を行っております。 

４．連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価については、全面時価評

価法を採用しております。 

５．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

該当ありません 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

会計処理基準に関する事項 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行

っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

（１）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価

法（定額法）、その他有価証券のうち時価のあるものについては連結決算日の市

場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価のないもの

については移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理し

ております。 

（２）金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記（１）と

同じ方法により行っております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．減価償却の方法 

（１）有形固定資産 

当行の有形固定資産の減価償却は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に

取得した建物（建物附属設備を除く。）については定額法）を採用しております。    

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  ２１年～２４年 

動 産     ４年～２０年 

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年

数に基づき、主として定率法により償却しております。 

なお、リース資産は、リース期間を償却年数とし、リース期間満了時の見積処

分価額を残存価額とする定額法により償却しております。 

（会計方針の変更） 

平成 19 年度税制改正に伴い、平成 19 年 4 月 1 日以後に取得した有形固定資

産については、改正後の法人税法に基づく償却方法により減価償却費を計上して

おります。この変更により、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響

は軽微であります。 

（追加情報） 

当連結会計年度より、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産につ

いては、償却可能限度額に達した連結会計年度の翌連結会計年度以後、残存簿価

を５年間で均等償却しております。なお、これによる連結貸借対照表等に与える

影響は軽微であります。 

（２）無形固定資産 

無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。 



  

５．貸倒引当金の計上基準 

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上

しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻

先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破

綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接

減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を

控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、

今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」

という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証

による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に

判断し必要と認める額を計上しております。 

破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大

口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フロー

を合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸

出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒

引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により引き当てております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸

倒実績率等に基づき計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実

施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定

結果に基づいて上記の引当を行っております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額

から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取

立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は９，１３４百万円

であります。 

連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸

倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引き当てております。 

６．役員賞与引当金の計上基準 

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の

支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。 

７．退職給付引当金の計上基準 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。ま

た、数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。 

数理計算上の差異         発生年度の翌連結会計年度に一括費用処理 

８．役員退職慰労引当金の計上基準 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づ



  

く年度末要支給額を計上しております。 

９．睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻

請求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見

込額を引当てております。 

（会計方針の変更） 

従来、利益計上した睡眠預金の預金者への払戻損失は、払戻時の費用として処

理しておりましたが、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準

備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協

会監査・保証実務委員会報告第４２号平成１９年４月１３日)が適用されること

に伴い、当連結会計年度から過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引

き当てる方法に変更しております。これにより、従来の方法に比べ、その他の経

常費用は９百万円減少、特別損失は１３１百万円増加し、経常利益は９百万円増

加、税金等調整前当期純利益は１２１百万円減少しております。 

10．偶発損失引当金の計上基準 

偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払に備えるため、将来発生す

る可能性のある負担金支払見込額を偶発損失引当金として計上しております。 

（追加情報） 

平成19年10月1日から信用保証協会保証付きの新規融資を対象に責任共有制度

が導入されたことに伴い、当連結会計年度から信用保証協会への負担金の支払に

備えるため、将来発生する可能性のある負担金支払見込額を偶発損失引当金とし

て計上しております。これにより、その他の経常費用は１７百万円増加し、経常

利益及び税金等調整前当期純利益は同額減少しております。 

11．外貨建資産・負債の換算基準 

当行の外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付してお

ります。 

12．リース取引の処理方法 

当行並びに連結される子会社及び子法人等のリース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に準じた会計処理によっております。 

13．重要なヘッジ会計の方法 

（１）金利リスク・ヘッジ 

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、ヘ

ッジ手段として各取引毎に個別対応のデリバティブ取引を行う「個別ヘッジ」を

実施して、繰延ヘッジによっております。当行のリスク管理方法に則り、ヘッジ

指定を行いヘッジ手段とヘッジ対象を一体管理するとともに、ヘッジ手段によっ

てヘッジ対象の金利リスクが減殺されているかどうかを検証することでヘッジの

有効性を評価しております。 

（２）為替変動リスク・ヘッジ 



  

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、

「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第２５号。）に規定する繰延ヘッジ

によっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等

の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引

等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手

段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性

を評価しております。 

14．消費税等の会計処理 

当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税

等は当連結会計年度の費用に計上しております。 

 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

１．貸出金のうち、破綻先債権額は１，７８０百万円、延滞債権額は１３，７９１百

万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していること

その他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収

利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計

上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第

１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じてい

る貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の

経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出

金であります。 

２．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は３８百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から

３カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであり

ます。 

３．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は５，２６８百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的とし

て、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有

利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に

該当しないものであります。 

４．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合

計額は２０，８７９百万円であります。 

なお、上記１.から４.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

５．手形割引は、業種別監査委員会報告第 24 号に基づき金融取引として処理してお



  

ります。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外

国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりま

すが、その額面金額は３０，２７９百万円であります。 

６．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券                      １２，０５０百万円 

担保資産に対応する債務 

預金                             ８３６百万円 

コールマネー及び売渡手形             １０，０００百万円 

借用金                                                     ６００百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券１４，５４５百万円を差

し入れております。 

また、その他資産のうち保証金は１３百万円及び敷金は４８０百万円であります。 

７．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実

行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定

の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融

資未実行残高は７３，０８９百万円であります。このうち契約残存期間が１年以内

のものが７１，４１１百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資

未実行残高そのものが必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来の

キャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、

金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結

される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減

額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要

に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めて

いる行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、

与信保全上の措置等を講じております。 

８．土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、当行

の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相

当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金

額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日  平成１１年３月３１日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法  土地の再評価に関する法律施行令

（平成10年3月31日公布政令第

119号）第２条第４号に定める算

定方法に基づき、地価税法に規定

する地価税の課税価格の計算基礎

となる土地の価格（路線価）を基

準として時価を算出しております。 



  

同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における 

時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 

３，２０８百万円 

９．有形固定資産の減価償却累計額             １７，１６４百万円 

10．有形固定資産の圧縮記帳額                ２０５百万円 

11．借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣

後特約付借入金１５，０００百万円が含まれております。 

12．｢有価証券｣中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）

による社債に対する保証債務の額は１０，７７０百万円であります。 

13.  1株当たりの純資産額                              １，０４６ 円１３銭 

14. 連結貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機及び周辺機器の一部に 

ついては、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。 

15. 当連結会計年度末の退職給付債務等は以下のとおりであります。 

退職給付債務                               △4,262百万円 

年金資産（時価）                               842       

未積立退職給付債務                          △3,420 

会計基準変更時差異の未処理額                     － 

未認識数理計算上の差異                          45 

未認識過去勤務債務（債務の減額）                 － 

連結貸借対照表計上額の純額                  △3,374 

前払年金費用                             － 

退職給付引当金                      △3,374 

16．銀行法施行規則第17条の５第1項第3号ロに規定する連結自己資本比率（国内基

準）は１４．２０％であります。 

 

（連結損益計算書関係） 

１．「その他の経常費用」には、貸出金償却４０百万円、株式等償却１５１百万円

を含んでおります。 

２．「その他の特別損失」は、睡眠預金払戻損失引当金の過年度分繰入額１３１百

万円であります。 

３．１株当たり当期純利益金額                  ４４ 円９２ 銭 

４．当連結会計年度において以下の資産について減損損失を計上しております。  

 

地域 主な用途 種類 減損損失(百万円) 

営業用店舗 ２ｶ店 土地  ３８ 
富山県内 

遊休資産  ２物件 土地 ６６ 

営業用店舗 ３ｶ店 土地 １６３ 
富山県外 

遊休資産 － － － 

合計    ２６８ 



  

 

当行は、営業用店舗については最小区分である営業店単位（ただし、同一建物内

で複合店舗が営業している場合は、一体とみなす）で、又、遊休資産については、

おのおの個別に１単位としてグルーピングを行っております。本部、研修所、寮社

宅（個別店に限定出来るものは個別店に含める）、厚生施設等については共用資産

としております。 

平成１１年３月３１日に土地の再評価に関する法律に基づき、事業用土地の再評

価を行っておりますが、上記の営業用店舗については再評価後の地価の下落や、割

引前キャッシュ・フローの総額が再評価後の帳簿価額に満たないことから、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額（２０２百万円）を減損損失として特別

損失に計上しております。 

また、遊休資産の認定を行った上記２物件については、継続的な地価の下落等に

より帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額（６６百万円）を減損損失とし

て特別損失に計上しております。 

当連結会計年度における減損損失の測定に使用した回収可能価額は、正味売却価

額と使用価値のいずれか高い価値としました。正味売却価額は原則として不動産鑑

定評価額に基づき、重要性が乏しい不動産については適切に市場価格を反映してい

ると考えられる指標に基づいて算定し、使用価値は将来キャッシュ・フロー見積り

額を１．９％で割り引いて算出ております。 

 

 

（有価証券関係） 

連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」が含まれております。 

１．売買目的有価証券（平成20年3月31日現在） 

 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 

当連結会計年度の損益に含ま

れた評価差額（百万円） 

売買目的有価証券 188 1

 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成20年3月31日現在） 

 連結貸借対照

表計上額 

（百万円） 

時 価     

（百万円）

差 額    

（百万円）

うち益     

（百万円） 

うち損       

(百万円) 

国  債 24,279 25,363 1,083 1,083 －

地方債 16,556 16,834 277 277 －

社  債 17,900 18,196 296 309 13

その他 6,650 6,781 131 156 24

合計 65,386 67,176 1,789 1,827 38

（注）１．時価は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づいております。 

２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 

 



  

３．その他有価証券で時価のあるもの（平成20年3月31日現在） 

 
取 得 原 価

（百万円） 

連 結 貸 借 対

照表計上額 

（百万円） 

評価差額 

（百万円） 

 うち益     

（百万円） 

 うち損      

(百万円) 

株  式 33,717 43,125 9,408 10,885 1,476

債  券 60,670 63,073 2,403 2,459 56

国  債 34,809 36,773 1,963 1,963 －

地方債 10,557 10,788 231 231 0

社  債 15,302 15,510 208 264 56

その他 86,620 82,825 △3,795 159 3,955

合  計 181,008 189,024 8,016 13,504 5,488

（注）１．連結貸借対照表計上額は、当連結会計年度末日における市場価格

等に基づく時価により計上したものであります。 

２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。 

３．その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が

取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復す

る見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって

連結貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の

損失として処理（以下｢減損処理｣という。）しております。 

当連結会計年度における減損処理額は、１５０百万円（うち株式

１５０百万円）であります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、期末

日における時価の簿価に対する下落率が３０％以上の銘柄について

減損処理の対象とし、下落率が５０％以上は、一律減損処理してお

ります。また、下落率が３０％以上５０％未満の銘柄については、

格付等を考慮した当行所定の基準に基づき減損処理しております。 

 

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

（自 平成19年4月1日  至 平成20年3月31日）                                

 売却額(百万円) 
売却益の合計額

(百万円) 

売却損の合計額 

（百万円） 

その他有価証券          70,804 1,408 62

 

５．時価評価されていない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額 

（平成20年3月31日現在） 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

満期保有目的の債券 

非上場社債 11,370

その他有価証券 

非上場株式 1,528

 



  

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額 

（平成20年3月31日現在） 

 １年以内  

（百万円）

1年超5年以内

（百円） 

5年超10年以内

（百万円） 

10年超   

（百万円）

債券 15,353 55,392 61,932 －

国債 2,523 16,871 41,658 －

地方債 4,012 10,559 12,773 －

社債 8,817 27,962 7,500 －

その他 3,489 30,816 31,666 3,081

合計 18,843 86,209 93,599 3,081

 

 

(金銭の信託関係) 

その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）  

（平成20年3月31日現在） 

 取得原価

（百万円） 

連結貸借対照表 

計上額(百万円)

評価差額

(百万円)

うち益 

(百万円) 

うち損 

（百万円）

その他の金

銭の信託 
1,500 1,500 － － －

（注）１．連結貸借対照表計上額は、当連結会計年度末日における市場価格等に基

づく時価により計上したものであります。 

２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




